
平成２４年度第２回北海道食の安全・安心委員会ＢＳＥ専門部会次第

と き 平成２５年 ２ 月２５日（月）１３：３０～

ところ かでる２・７ ７階 ７１０会議室

１ 開 会

２ 挨 拶

３ 議 題

（１）検討事項

ア 欧米のＢＳＥ対策に対するそれぞれの委員の立場からの意見の整理

イ 国が検査対象月齢を３０か月超とした場合の北海道が行う検査に対する意見の整理

（２）その他

４ 閉会挨拶

５ 閉 会

【配布資料】

資料 １ 欧米におけるBSE対策について

資料２－１ 「国内における牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに関する説明会」(2/14)の概要

資料２－２ 同上説明会の厚生労働省説明分の概要

資料 ３ 厚生労働省が実施したパブリックコメントに対する中央消費者団体・道の意見

【参考資料】「国内における牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに関する説明会」(2/14)の資料

１ 北海道におけるBSE対策について：北海道説明

２ 牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しについて：厚生労働省説明



北海道食北海道食北海道食北海道食のののの安全安全安全安全・・・・安心委員会安心委員会安心委員会安心委員会ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ専門部会委員名簿専門部会委員名簿専門部会委員名簿専門部会委員名簿

○ 部会長

一色 賢司（いっしき けんじ） 北海道大学大学院水産科学研究院教授

（元内閣府食品安全委員会事務局次長）

○ 特別委員

小倉 豊 （おぐら ゆたか） 北海道肉用牛生産者協議会会長

（帯広市川西農業協同組合専務理事）

（（有）トヨニシファーム代表）

佐々木一司（ささき かずし） 北海道食肉事業協同組合連合会会長

（帯広市佐々木畜産株式会社代表取締役）

塩越 康晴（しおこし やすはる） 北海道消費者協会 主査

堀内 基広（ほりうち もとひろ） 北海道大学大学院獣医学研究科教授

（内閣府食品安全委員会

プリオン専門調査会専門委員）
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欧米欧米欧米欧米におけるにおけるにおけるにおけるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ対策対策対策対策についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年２２２２月月月月    

北海道農政部北海道農政部北海道農政部北海道農政部    
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（（（（2012.2012.2012.2012.12.12.12.12.9999    農林水産省資料農林水産省資料農林水産省資料農林水産省資料））））    

＜＜＜＜世界世界世界世界ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ発生件数発生件数発生件数発生件数のののの推移推移推移推移＞＞＞＞ 

 

（（（（201201201201３３３３.1.22.1.22.1.22.1.22    厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料）））） 
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＜＜＜＜世界世界世界世界ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ発生頭数及発生頭数及発生頭数及発生頭数及びびびびｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤ患者数患者数患者数患者数＞ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（2013.1.222013.1.222013.1.222013.1.22    厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料）））） 

 

＜＜＜＜世界世界世界世界ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ発生頭数及発生頭数及発生頭数及発生頭数及びびびびｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤ発生者数発生者数発生者数発生者数＞＞＞＞ 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（（（（2013.1.222013.1.222013.1.222013.1.22    厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料厚生労働省資料）））） 
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１１１１    ＥＵ（ＥＵ（ＥＵ（ＥＵ（欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合））））におけるにおけるにおけるにおけるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ対策対策対策対策 

 

 

○ ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥはははは１９８６１９８６１９８６１９８６年年年年にににに英国英国英国英国ではじめてではじめてではじめてではじめて確認確認確認確認。 

  また、１９９５１９９５１９９５１９９５年年年年にはにはにはには、、、、英国英国英国英国ででででｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤｖＣＪＤ    

（（（（変異型変異型変異型変異型クロイツフェルトヤコブクロイツフェルトヤコブクロイツフェルトヤコブクロイツフェルトヤコブ病病病病））））のののの発生発生発生発生がががが確認確認確認確認されされされされ、、、、    

ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥがががが食物食物食物食物をををを通通通通じてヒトにじてヒトにじてヒトにじてヒトに感染感染感染感染するするするする可能性可能性可能性可能性がががが発表発表発表発表。 

  

○ １９９１年にはフランスで自国産の牛でＢＳＥが発生、 

２０００年以降、ＥＵ全体にＢＳＥ発生国が拡大。 

  

○ 発生国では、それぞれＢＳＥ対策を進めたが、 

ＥＵＥＵＥＵＥＵ全体全体全体全体にににに感染感染感染感染がががが広広広広まったことからまったことからまったことからまったことから、、、、    

欧州委員会欧州委員会欧州委員会欧州委員会はははは、、、、統一的統一的統一的統一的なななな取組取組取組取組をををを進進進進めるめるめるめる必要必要必要必要があるとしがあるとしがあるとしがあるとし、、、、    

２００１２００１２００１２００１年年年年５５５５月月月月、、、、最新の科学的知見や国際基準を考慮して、 

「伝達性海綿状脳症（ＴＳＥ）の防疫、管理、撲滅に関する 

規則（ＥＣ／９９９／２００１、以下「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ規則規則規則規則」」」」。） 

をををを制定制定制定制定。 

 

○ 特定危険部位特定危険部位特定危険部位特定危険部位（ＳＲＭ）（ＳＲＭ）（ＳＲＭ）（ＳＲＭ）のののの除去除去除去除去、、、、    

動物性動物性動物性動物性たんぱくたんぱくたんぱくたんぱく質質質質のののの飼料給与禁止措置飼料給与禁止措置飼料給与禁止措置飼料給与禁止措置（（（（フィードバンフィードバンフィードバンフィードバン））））、、、、    

ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査検査検査検査、、、、    

関連牛関連牛関連牛関連牛のとうのとうのとうのとう汰汰汰汰などについてなどについてなどについてなどについて規定規定規定規定。 
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○ ２００１年の「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ規則規則規則規則」」」」制定制定制定制定以降、各国の取組により、

ＢＳＥ陽性牛の頭数が減少し続けたことから、 

欧州委員会欧州委員会欧州委員会欧州委員会はははは清浄化清浄化清浄化清浄化のののの進行進行進行進行にあわせたリスクにあわせたリスクにあわせたリスクにあわせたリスク管理管理管理管理のありのありのありのあり方方方方をををを検検検検

討討討討しししし、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ、ＢＳＥ対策対策対策対策のののの見直見直見直見直しがしがしがしが必要必要必要必要とととと判断判断判断判断し、 

 見直見直見直見直しのしのしのしの方向性方向性方向性方向性をををを示示示示すすすす    

「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ「ＴＳＥ指針指針指針指針（（（（ロードマップロードマップロードマップロードマップ）」）」）」）」をををを作成作成作成作成、、、、公表公表公表公表。 

＜＜＜＜次次次次    図図図図＞＞＞＞    

 

    

    

    

①①①①    第一次第一次第一次第一次ＴＳＥＴＳＥＴＳＥＴＳＥロードマップロードマップロードマップロードマップ 

        （（（（２００５２００５２００５２００５－－－－２００９２００９２００９２００９：：：：２００５２００５２００５２００５年年年年７７７７月公表月公表月公表月公表）））） 

 

  ・・・・    ＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭのののの見直見直見直見直しししし    

    消費者保護のレベルを維持しながら、 

科学的知見に基づき、ＳＲＭとする部位や対象月齢を変更 

    （当時当時当時当時はははは全月齢全月齢全月齢全月齢のののの扁桃扁桃扁桃扁桃・・・・腸腸腸腸、、、、 

                １２１２１２１２かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超のののの頭頭頭頭・・・・脊髄脊髄脊髄脊髄・・・・脊柱脊柱脊柱脊柱（（（（英国英国英国英国はははは６６６６かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超））））） 

 

  ・・・・    ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査頭数検査頭数検査頭数検査頭数のののの削減削減削減削減 

    対象対象対象対象をををを絞絞絞絞ったったったった監視監視監視監視のののの実施実施実施実施によるによるによるによるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ対策対策対策対策のののの    

効果効果効果効果のののの把握把握把握把握のためのためのためのため、、、、    

健康健康健康健康とととと畜牛及畜牛及畜牛及畜牛及びびびび死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛のののの検査月齢検査月齢検査月齢検査月齢のののの引引引引きききき上上上上げをげをげをげを検討検討検討検討    
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②②②②    第二次第二次第二次第二次ＴＳＥＴＳＥＴＳＥＴＳＥロードマップロードマップロードマップロードマップ 

        （（（（２０１０２０１０２０１０２０１０－－－－２０１５２０１５２０１５２０１５：：：：２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年７７７７月公表月公表月公表月公表））））    

 

 ・・・・    ＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭのののの見直見直見直見直しししし 

   消費者保護のレベルを維持しながら、科学的知見に基づき、 

  ＳＲＭとする部位や対象月齢を変更 

   （当時当時当時当時はははは全月齢全月齢全月齢全月齢のののの扁桃扁桃扁桃扁桃・・・・腸腸腸腸、、、、 

                            １２１２１２１２かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超のののの頭蓋頭蓋頭蓋頭蓋・・・・脊髄脊髄脊髄脊髄、、、、３０３０３０３０かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超のののの脊柱脊柱脊柱脊柱） 

       →→→→    ＯＩＥＯＩＥＯＩＥＯＩＥのののの基準基準基準基準にににに一致一致一致一致させるさせるさせるさせる方向方向方向方向でででで検討検討検討検討    

 

 ・・・・    ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査頭数検査頭数検査頭数検査頭数のののの削減削減削減削減 

   ＢＳＥの疫学的動向を監視する能力及び講じられている 

ＢＳＥ対策の有効性を評価する能力能力能力能力をををを維持維持維持維持しつつしつつしつつしつつ、、、、    

監視対象監視対象監視対象監視対象のののの絞絞絞絞りりりり込込込込みみみみを継続 

 

 ・・・・    そのそのそのその他他他他 

   飼料規制飼料規制飼料規制飼料規制（（（（フィードバンフィードバンフィードバンフィードバン））））のののの見直見直見直見直しししし    

ＢＳＥ患畜同居牛の処分の見直し 

  スクレイピー撲滅措置の見直し 

生前／生後迅速検査開発促進 
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○ 欧州委員会が行った検査対象月齢検査対象月齢検査対象月齢検査対象月齢のののの変更変更変更変更については 

欧州食品安全機関欧州食品安全機関欧州食品安全機関欧州食品安全機関（ＥＦＳＡ）（ＥＦＳＡ）（ＥＦＳＡ）（ＥＦＳＡ）ののののリスクリスクリスクリスク評価評価評価評価をををを元元元元にににに    

決定し、公表。 

 

    

※※※※    ＥＦＳＡＥＦＳＡＥＦＳＡＥＦＳＡのリスクのリスクのリスクのリスク評価評価評価評価のののの考考考考ええええ方方方方：：：： 

  

 ・・・・    ２００１２００１２００１２００１年年年年７７７７月月月月～～～～２００８２００８２００８２００８年年年年１２１２１２１２月月月月 

    

    健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛    ３０３０３０３０かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

                    リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛（（（（死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛、、、、緊急緊急緊急緊急とととと畜牛畜牛畜牛畜牛、、、、臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛））））    ２４２４２４２４かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

  

  ・・・・    ２００９２００９２００９２００９年年年年１１１１月月月月～～～～２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年６６６６月月月月    

 

     健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛    ４８４８４８４８かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超にににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを容認容認容認容認 

                    リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛                ４８４８４８４８かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超にににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを容認容認容認容認 

  

 ・・・・    ２０１１２０１１２０１１２０１１年年年年７７７７月月月月～～～～    

 

     健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛    ７２７２７２７２かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超にににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを容認容認容認容認 

    

・・・・    ２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月～～～～    

 

     健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛    ブルガリア・ルーマニアをブルガリア・ルーマニアをブルガリア・ルーマニアをブルガリア・ルーマニアを除除除除くくくく２５２５２５２５かかかか国国国国はははは    

検査検査検査検査をををを廃止廃止廃止廃止することがすることがすることがすることが可能可能可能可能    
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＜ＥＵ＜ＥＵ＜ＥＵ＜ＥＵにおけるにおけるにおけるにおけるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査対象検査対象検査対象検査対象＞＞＞＞    

 

区分 
  

ＥＵでの決定 
（ＴＳＥＴＳＥＴＳＥＴＳＥ規則規則規則規則） 

フランスフランスフランスフランス 
  

オランダオランダオランダオランダ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 日本日本日本日本 
  

健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(2001.1~) 
30 か月齢超 
(2009.1~) 
48 か月齢超 
((((2011.7~)))) 
72 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 
  
  
   

(2001.1~) 
30 か月齢超 
(2001.7~) 
24 か月齢超 
(2004.7~) 
30 か月齢超 
(2009.1~) 
48 か月齢超 
((((2011.7~)))) 
72 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

(2001.1~) 
30 か月齢超 
(2009.1~) 
48 か月齢超 
((((2011.7~)))) 
72 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 
  
  
  
  

(2001.10~) 
全月齢全月齢全月齢全月齢 
((((2005.8~)))) 
20 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 
  
  
  
  
  
  

リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛 
（（（（死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛）））） 
  
  

(2001.7~) 
24 か月齢超 
((((2009.1~)))) 
48 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

((((2000.6~)))) 
24 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 
  
  

(2000~) 
24 か月齢超 
((((2009.1~)))) 
48 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

((((2003.4~)))) 
24 かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上 
  
  

検査頭数 
  

  
  

2001~2011 年 
2,713 万頭 

2001~2010 年 
487 万頭 

2001~2011 年度 
1,369 万頭 

ＢＳＥ陽性牛頭数   1,021 88 36 

最も遅く生まれた

陽性牛の生年月日 
  

  
2004 年4 月 

  
2001 年2 月 

  
2002 年1 月 

  

（（（（201201201201２２２２.1.1.1.1００００    内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会「「「「プリオンプリオンプリオンプリオン評価書評価書評価書評価書」」」」からからからから引用引用引用引用））））    

 

※ ＥＵの欧州委員会では、本年２月下旬～３月上旬以降、加盟国（ブルガリ

ア及びルーマニアを除く）の判断により健康牛のＢＳＥ検査を廃止すること

が可能としている。 
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２２２２    ＯＩＥ（ＯＩＥ（ＯＩＥ（ＯＩＥ（国際獣疫事務局国際獣疫事務局国際獣疫事務局国際獣疫事務局））））におけるにおけるにおけるにおける基準基準基準基準 

 

○ ＯＩＥは、世界各国の連絡協調の元に、 

動物流行病の予防及び研究を行う国際機関として 

１９２４年、パリに設置。 

 

○ ＯＩＥは、１９８８１９８８１９８８１９８８年年年年にににに、、、、英国英国英国英国からからからから新疾病新疾病新疾病新疾病としてとしてとしてとしてＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの発発発発

生生生生がががが報告報告報告報告されたされたされたされた後後後後、、、、    

１９９２１９９２１９９２１９９２年年年年にににに国際動物衛生規約国際動物衛生規約国際動物衛生規約国際動物衛生規約    

（（（（現現現現、、、、陸生動物衛生規約陸生動物衛生規約陸生動物衛生規約陸生動物衛生規約（（（（陸生陸生陸生陸生コードコードコードコード））））））））ににににＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのののの章章章章をををを新設新設新設新設。 

  

○ ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥにににに係係係係るるるる陸生陸生陸生陸生コードコードコードコードには、次の内容を規定。 

 

 

 ・・・・    安全物品安全物品安全物品安全物品    

 

 ・・・・    国国国国ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥリスクステータスをリスクステータスをリスクステータスをリスクステータスを決定決定決定決定するするするする基準及基準及基準及基準及びびびび要件要件要件要件 

    

    ・・・・    各各各各リスクステータスリスクステータスリスクステータスリスクステータス    

（（（（無視無視無視無視できるできるできるできる、、、、管理管理管理管理されたされたされたされた、、、、不明不明不明不明なリスクなリスクなリスクなリスク））））    

毎毎毎毎のののの貿易条件貿易条件貿易条件貿易条件    

 

    ・・・・    ＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥのサーベイランスののサーベイランスののサーベイランスののサーベイランスの方法方法方法方法 

        

・・・・    リスクリスクリスクリスク評価評価評価評価のののの方法方法方法方法 
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○ 「「「「管理管理管理管理されたリスクのされたリスクのされたリスクのされたリスクの国国国国」」」」ののののＳＲＭＳＲＭＳＲＭＳＲＭのののの基準基準基準基準は次のとおり。 

 

 

・・・・    ３０３０３０３０かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超のののの脳脳脳脳、、、、眼眼眼眼、、、、せきせきせきせき髄髄髄髄、、、、頭蓋頭蓋頭蓋頭蓋、、、、せきせきせきせき柱柱柱柱 

    

・・・・        全月齢全月齢全月齢全月齢のののの扁桃及扁桃及扁桃及扁桃及びびびび回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部 

 

 

 

○ サーベイランスサーベイランスサーベイランスサーベイランス（（（（発生状況調査発生状況調査発生状況調査発生状況調査）））） 

 

  加盟国におけるＢＳＥ検査の実施方法は次のとおり。 

 

 

 ・・・・    検査対象検査対象検査対象検査対象：：：：３０３０３０３０かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの高高高高リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛 

                                （（（（臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛、、、、緊急緊急緊急緊急とととと畜牛畜牛畜牛畜牛、、、、死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛）、）、）、）、    

健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛 

    

    ・・・・    対象頭数対象頭数対象頭数対象頭数    「「「「管理管理管理管理されたリスクのされたリスクのされたリスクのされたリスクの国国国国」：」：」：」： 

                                    １０１０１０１０万頭万頭万頭万頭にににに１１１１頭頭頭頭ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ感染牛感染牛感染牛感染牛のののの検出検出検出検出がががが    

可能可能可能可能なななな検査頭数検査頭数検査頭数検査頭数    

 

                                「「「「無視無視無視無視できるリスクのできるリスクのできるリスクのできるリスクの国国国国」：」：」：」： 

                                    ５５５５万頭万頭万頭万頭にににに１１１１頭頭頭頭ののののＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ感染牛感染牛感染牛感染牛のののの検出検出検出検出がががが    

可能可能可能可能なななな検査頭数検査頭数検査頭数検査頭数    
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３３３３    北米北米北米北米におけるにおけるにおけるにおけるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ対策対策対策対策 

    

（（（（１１１１））））アメリカアメリカアメリカアメリカ 

 

○ アメリカでは、１９８９１９８９１９８９１９８９年年年年にににに英国英国英国英国からのからのからのからの生生生生きたきたきたきた反芻動物反芻動物反芻動物反芻動物とととと    

そのそのそのその製品製品製品製品のののの輸入輸入輸入輸入をををを禁止禁止禁止禁止し、 

 １９９０１９９０１９９０１９９０からからからから臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛臨床異常牛をををを対象対象対象対象にサーベイランスをにサーベイランスをにサーベイランスをにサーベイランスを開始開始開始開始し、 

 １９９３年からは死亡牛まで対象を広げた。 

 

○ ２００１年には、米国農務省から依頼を受けたハーバード 

大学が米国におけるＢＳＥの可能性についての評価を公表。 

 

○   ２００３２００３２００３２００３年年年年ににににＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ陽性牛陽性牛陽性牛陽性牛がががが初初初初めてめてめてめて発生発生発生発生したが、 

 その後の調査でカナダからのカナダからのカナダからのカナダからの導入導入導入導入したしたしたした牛牛牛牛であることが判明。 

  これを受け、アメリカ農務省は 

ＳＲＭの除去、サーベイランスを強化。 

 

○ ただし、サーベイランスによるサーベイランスによるサーベイランスによるサーベイランスによるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査検査検査検査はあくまでも 

国内国内国内国内でのでのでのでの浸潤浸潤浸潤浸潤のののの程度程度程度程度をををを把握把握把握把握することをすることをすることをすることを目的目的目的目的とするとするとするとするもので、 

 食品の安全性の確保を目的とはしていない。 

 

 ・・・・    ＳＲＭ：ＳＲＭ：ＳＲＭ：ＳＲＭ：３０３０３０３０かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの頭蓋頭蓋頭蓋頭蓋、、、、脳脳脳脳、、、、眼眼眼眼、、、、三叉神経節三叉神経節三叉神経節三叉神経節、、、、 

                            せきせきせきせき髄髄髄髄、、、、せきせきせきせき柱柱柱柱（（（（尾椎尾椎尾椎尾椎、、、、胸椎胸椎胸椎胸椎のののの翼突起並翼突起並翼突起並翼突起並びにびにびにびに    

仙骨翼仙骨翼仙骨翼仙骨翼をををを除除除除くくくく））））及及及及びびびび背根神経節背根神経節背根神経節背根神経節、、、、    

 

                            全月齢全月齢全月齢全月齢のののの扁桃及扁桃及扁桃及扁桃及びびびび回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部    

 

・・・・    検査対象検査対象検査対象検査対象：：：：３０３０３０３０かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの高高高高リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛    

（（（（死亡死亡死亡死亡、、、、起立不能起立不能起立不能起立不能、、、、病牛病牛病牛病牛））））    
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（（（（２２２２））））カナダカナダカナダカナダ 

 

○ カナダでは、１９９３１９９３１９９３１９９３年年年年にににに、、、、英国英国英国英国からからからから１９８７１９８７１９８７１９８７年年年年にににに導入導入導入導入したしたしたした

肉用繁殖牛肉用繁殖牛肉用繁殖牛肉用繁殖牛１１１１頭頭頭頭ででででＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥの発生発生発生発生が確認。 

 

○ この時点で英国及びアイルランドから導入された牛は 

全頭殺処分されたが、当時は、 

反芻動物由来のたんぱく質を含む飼料が禁止されなかった。 

 

○ ２００３２００３２００３２００３年年年年にににに自国産自国産自国産自国産のののの肉用繁殖牛肉用繁殖牛肉用繁殖牛肉用繁殖牛ででででＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ陽性牛陽性牛陽性牛陽性牛がががが初初初初めてめてめてめて

発生発生発生発生したため、 

ＳＲＭの使用を禁止し、サーベイランス頭数を増加。 

 

 

 ・・・・    ＳＲＭ：ＳＲＭ：ＳＲＭ：ＳＲＭ：３０３０３０３０かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの頭蓋頭蓋頭蓋頭蓋、、、、脳脳脳脳、、、、三叉神経節三叉神経節三叉神経節三叉神経節、、、、眼眼眼眼、、、、    

扁桃扁桃扁桃扁桃、、、、せきせきせきせき髄及髄及髄及髄及びびびび背根神経節背根神経節背根神経節背根神経節    

 

                            全月齢全月齢全月齢全月齢のののの回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部回腸遠位部 

    

    ・・・・    検査対象検査対象検査対象検査対象：：：：神経症状神経症状神経症状神経症状をををを呈呈呈呈したすべてのしたすべてのしたすべてのしたすべての牛牛牛牛、、、、 

３０３０３０３０かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛・・・・病牛病牛病牛病牛又又又又はははは起立不能牛起立不能牛起立不能牛起立不能牛    
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＜＜＜＜北米北米北米北米におけるにおけるにおけるにおけるＢＳＥＢＳＥＢＳＥＢＳＥ検査対象検査対象検査対象検査対象＞＞＞＞ 

 

区分 ＯＩＥＯＩＥＯＩＥＯＩＥ基準基準基準基準 米国米国米国米国 カナダカナダカナダカナダ   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 日本日本日本日本 

健康健康健康健康とととと畜牛畜牛畜牛畜牛 
  
  
  

－ 
  
  

－ 
  
  
  

－ 
  
  
  

(2001.10~) 
全月齢全月齢全月齢全月齢 
((((2005.8~)))) 
20 かかかか月齢超月齢超月齢超月齢超 

  
サーベイランサーベイランサーベイランサーベイラン

スススス：：：： 
30 かかかか月齢以月齢以月齢以月齢以

上上上上のののの高高高高リスクリスクリスクリスク

牛牛牛牛（中枢神経

症状牛、死亡

牛、歩行困難

牛）、健康と畜

牛の一部 
  
  
  
  
  

高高高高リスクリスクリスクリスク牛牛牛牛 
（（（（中枢神経症状牛中枢神経症状牛中枢神経症状牛中枢神経症状牛、、、、 
    死亡牛死亡牛死亡牛死亡牛、、、、 

歩行困難牛歩行困難牛歩行困難牛歩行困難牛）））） 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1990.5~) 
24 か月齢以上 
中枢神経症状牛、歩

行困難牛の一部 
(2004.6~2006.6) 
健康と畜牛の一部

も対象に追加 
((((2006.7~)))) 
全月齢臨床症状牛全月齢臨床症状牛全月齢臨床症状牛全月齢臨床症状牛、、、、 
30 かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上のののの歩歩歩歩

行不能牛等行不能牛等行不能牛等行不能牛等のののの一部一部一部一部 
  
  
  

(1992~) 
中枢神経症状

牛の一部 
(2002~) 
緊急と畜牛、

起立不能牛等

対象追加 
((((2004~)))) 
30 かかかか月齢以月齢以月齢以月齢以

上上上上のののの高高高高リスクリスクリスクリスク

牛牛牛牛（臨床異常

牛、緊急と畜

牛、死亡牛） 
の一部 

((((2003.4~)))) 
24 かかかか月齢以上月齢以上月齢以上月齢以上 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

検査頭数 
  

  
  

1999~2011 年 
108 万頭 

1992~2011 年 
37 万頭 

2001~2011 年度 
1,369 万頭 

ＢＳＥ陽性牛頭数   3 20 36 

最も遅く生まれた

陽性牛の生年月日 
  

  
2001 年9 月 

  
2004 年8 月 

  
2002 年1 月 

  

（（（（201201201201２２２２.1.1.1.1００００    内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会内閣府食品安全委員会「「「「プリオンプリオンプリオンプリオン評価書評価書評価書評価書」」」」からからからから引用引用引用引用））））    
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資料２－１資料２－１資料２－１資料２－１

「国内における牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策の見直しに関する説明会」の概要

牛海綿状脳症(ＢＳＥ)対策について、国が２月１日、国内措置に関する関係省令の見

直しを行ったことから、道はこれまでの北海道が実施してきたＢＳＥ対策について、道

民の理解を深めるため、国の見直し内容について厚生労働省の担当者を招き説明会を開

催した。

１ 内容

(１) 日時 平成２５年２月１４日(木) １３：３０～

(２) 場所 北農ビル 19Ｆ 会議室（札幌市中央区北４条西１丁目１番地）

(３) 説明内容及び説明者

○ 北海道におけるＢＳＥ対策について

農政部食の安全推進局長 土屋俊亮

○ 国のＢＳＥ対策の見直しについて

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課ＢＳＥ対策専門官 今西 保

２ アンケートの結果（全１０４件）

○ 性別：男性 93.3％、女性 6.7％

○ 年齢：50代 44.1％、40代 23.1％、60代 15.4％、20代 10.6％、

30代 4.8％、70代以上 1.0％、10代 1.0％

○ 職業：公務員等 39.4％、団体職員(農業関係) 26.9％、会社員(食品関係) 9.6％、

農業者 7.7％、団体職員(農業以外) 6.7％、会社員(食品以外) 4.8％、

消費者団体 2.9％

○ 質問：ＢＳＥ対策は、検査ばかりではなく、飼料規制やＳＲＭの除去、トレーサビ

リティなどの総合的な取組みが重要であることが理解できましたか。

できた ほぼできた あまりできなかった できなかった

56.7％ 37.5％ 5.8％ 0.0％

○ 質問：厚生労働省がＢＳＥ対策を見直す背景や根拠について理解できましたか。

できた ほぼできた あまりできなかった できなかった

35.6％ 46.2％ 11.5％ 4.8％

３ アンケートの主な意見

○ 見直しの内容や安全性についての説明会の開催や情報公開が必要

○ ＳＲＭの除去対象月齢の見直しや処理・管理について不安

○ アメリカの月齢判定やトレーサビリティについて不安、確認が必要
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４ 主な質問

○ 検査対象の見直しにあたり、２０か月齢から３０か月齢に引き上げた理由

⇒ 国内での飼料規制等の対策の結果、ＢＳＥの発生頭数が大きく減少し、リスクが

低減しており、対策開始から１０年を経過していることから、最新の科学的知見に

基づき対策全般の再評価をおこなうこととし、食品安全委員会に諮問、その答申を

を受けて見直しを行ったもの。

○ ３０か月齢以下のＳＲＭの見直しに伴う頭部から扁桃の除去について、現場として

難しい作業であるのに何故除いたのか？

⇒ 扁桃組織を全てとるのは難しいので、ガイドラインでは舌を除いた頭部には扁桃

が含まれていることから、３０か月齢以下の牛でも頭部は危険部位として取り扱う

予定。

○ ３０か月齢超と３０か月齢以下の牛の分別管理のリスクについて

⇒ 国がガイドラインを示しているが、と畜場まかせではなく、と畜検査員とともに

分別管理を行っていくこととし、と畜場法施行規則に基づく標準作業書をと畜場が

作成し対応することを予定。
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ＢＳＥ対策の見直しについて （厚生労働省説明分）ＢＳＥ対策の見直しについて （厚生労働省説明分）ＢＳＥ対策の見直しについて （厚生労働省説明分）ＢＳＥ対策の見直しについて （厚生労働省説明分）

説明者 厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課ＢＳＥ対策専門官 今西 保

内 容

１ 牛海綿状脳症（ＢＳＥ）について

２ 平成１３年国内発生以降のＢＳＥ対策の経緯

・と畜牛のＢＳＥ全頭検査や特定危険部位（ＳＲＭ）の除去・焼却、肉骨粉の飼料

として与えることの完全禁止等の実施状況

３ ＢＳＥ対策の再評価について

・国内外で飼料規制等の対策の結果、ＢＳＥの発生数は大きく減少

・ＢＳＥ対策の開始から１０年が経過したことから、ＢＳＥ対策全般の再評価を食

品安全委員会に諮問

【諮問内容】（平成２３年１２月１９日）

○ 検査対象月齢の引き上げ（２１か月齢以上から３０か月齢超とした場合）

○ 特定危険部位の範囲（頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、全月

齢から３０か月齢超に変更した場合）

○ 検査対象月齢及び特定危険部位に係る国境措置について

○ さらなる検査月齢の引き上げについて

４ 食品健康影響評価結果の概要について

【食品安全委員会における検討内容】

○ 飼料規制と牛における感染状況

・ＢＳＥ感染牛は、評価諸国において２００４年９月以降の出生牛で確認されて

いない

・飼料規制強化後の出生牛でＢＳＥの発生は極めて少なく、飼料規制の強化は有

効である

○ 牛の感染実験

・ＢＳＥプリオンの摂取量が多ければ、発症時期、確率とも高くなる

・感染実験の結果、万が一飼料に異常プリオンが混在しても、摂取後４２か月間

は牛の中枢神経からＢＳＥプリオンは検出されない

○ 非定型ＢＳＥ

・ほとんどの非定型ＢＳＥは、８歳以上の高齢牛で見られる

・ＢＳＥプリオンの人への感受性は、種間バリアにより牛より低い

・１９８９年、英国で牛の脳・せき髄等の食品への使用を禁止した後、１９９０

年以降の出生者に変異型クロイツフェルト・ヤコブ病の患者は確認されてい

ない

資料２－２資料２－２資料２－２資料２－２
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【食品安全委員会からの答申内容】（平成２４年１０月２２日）

○ 検査対象月齢が２１か月齢以上の場合と３０か月齢超の場合のリスク差は、

あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる

○ 特定危険部位の範囲について、頭部（扁桃を除く。）、せき随及びせき柱について、

全月齢から３０か月齢超に変更した場合のリスク差は、あったとしても非常に

小さく、人への健康影響は無視できる

○ 国境措置についても、国内措置と同様の評価結果

５ 食品健康影響評価を踏まえた国内措置見直しについて

ＢＳＥ特措法・と畜場法施行規則、食品、添加物等の規格基準を次のとおり改正

・検査対象月齢の引き上げ（２1か月齢以上→３０か月齢超）

・特定危険部位の範囲の変更（頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱について、

全月齢から３０か月齢超に変更）

・３０か月齢以下のＢＳＥ検査に係る分別管理

・３０か月齢以下の頭部（扁桃を除く。）、せき髄及びせき柱の分別管理

※ 平成２５年２月１日決定、同年４月１日施行

６ 検査費用の国費補助について

２１か月齢以上検査費用の国費補助（２１か月齢以上）について、平成２５年４月

以降も当面継続する。

ただし、食品安全委員会からさらなる検査月齢の引き上げについて答申が出された

際は、検査月齢の引き上げに係る省令改正を行い、その時点で検査対象外となる月齢

分の国費補助は打ち切りとする。
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    資資資資    料料料料    ３３３３        

 

厚生労働省が実施したパブリックコメント（「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳厚生労働省が実施したパブリックコメント（「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳厚生労働省が実施したパブリックコメント（「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳厚生労働省が実施したパブリックコメント（「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳

症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「食品、添加物等の規格基準の一症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「食品、添加物等の規格基準の一症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「食品、添加物等の規格基準の一症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令（案）」及び「食品、添加物等の規格基準の一

部を改正する件（案）」：募集期間平成２４年１１月２０日～１２月１９日）に対する中央消費者部を改正する件（案）」：募集期間平成２４年１１月２０日～１２月１９日）に対する中央消費者部を改正する件（案）」：募集期間平成２４年１１月２０日～１２月１９日）に対する中央消費者部を改正する件（案）」：募集期間平成２４年１１月２０日～１２月１９日）に対する中央消費者

団体の意見団体の意見団体の意見団体の意見    

 

 

 

2012 年 12 月19 日 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 御中 

と畜場施行規則等の改正案に関する意見 

 

（法人名）日本生活協同組合連合会 

（所在地）〒150-8913 東京都渋谷区渋谷3-29-8 

 

今回、貴省が公表された「と畜場施行規則等の改正案」（以下、改正案と表記）に関して、以下

の意見を提出いたします。 

 

１．特定部位の範囲および検査対象月齢の見直しについて 

国内では2003 年以降の出生牛からBSE 陽性牛が確認されていないことから、これまでとられ

てきた飼料規制等のBSE 対策が有効に機能しているものと弊会は認識しています。 

今回、貴省が食品安全委員会のリスク評価に基づき、特定部位の範囲および国内における検査

対象月齢を見直し、改正案のように変更することについては、現時点での科学的な知見に基づく

検討の結果として理解できます。 

 

２．丁寧なリスクコミュニケーションの実施について 

感染症のリスクは動的に変動し、対策が遅れれば高くなり、有効な対策がとられれば低くなり

ます。BSE のように潜伏期間の長い感染症は対策の効果がはっきりするのに時間がかかりますが、

世界的に BSE の封じ込めに成功していると考えられる現在、リスクの程度に応じた対応へと変

更していくことは理解できます。 

食品安全委員会のリスク評価では、国産牛の検査対象月齢について、20 か月齢と 30 か月齢の

リスクの差に関する結論は「あったとしても非常に小さく、人への健康影響は無視できる」とさ

れました。この見解は、地方自治体が自主的に全頭の BSE 検査を行っている状況と、乖離が一

層大きくなっています。 

一方、消費者にはリスクの変動やそれに伴う対策見直しの妥当性などの情報が十分に伝わって

おらず、多くの不安の声が出されています。消費者の不安に丁寧にこたえていくためのリスクコ

ミュニケーションの充実を求めます。 

以上 
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２０１２年１２月１９日 

厚生労働省医薬食品局 

食品安全部監視安全課御中 

全国消費者団体連絡会 

東京都千代田区六番町 15 プラザエフ 6 階 

電話番号：03-5216-6024 

 

「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正す 

る省令（案）」及び 

「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（案）」に関する意見 

 

１.「と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正 

する省令（案）」への意見（案） 

（1）今までは全頭から同じSRM の部位が除去されていましたが、改正される省令では月齢に

よって除去される部位が変わることになります。そのことについてわかりやすい説明を行

ってください。 

・ 貴省はこれまで「異常プリオンたん白質は脳、せき髄、小腸などに蓄積し、それら特 

定危険部位を除去することは、人が変異型クロイツフェルト・ヤコブ病に感染するリ 

スクを低減するために重要な対策」とし、全頭からＳＲＭを除去してきました。今回 

変更されるSRM の部位について、回腸遠位部と扁桃はほかの部位はどう違うのか、何 

故せき髄、脳は除去せずによいのか丁寧に説明して下さい。 

・ と畜場において現在は全ての牛からSRM が除去されていますが、今後SRM の除去作

業が牛の月齢で変わり、その変更になった作業を確実に行うため、厚生労働省から自治 

体への支援について説明して下さい。 

・ 現在国による検査対象は全頭ではなく20 ヶ月以上ですが、実際は各自治体によって全 

頭検査が実施されています。非定型ＢＳＥの発生や感染のメカニズムは今なお不明の 

ままであり、それに対する不安の声も聞かれる中、全頭、20 ヶ月齢以上、30 ヶ月齢以 

上の検査に変更になった経過について丁寧に説明して下さい。 

（2）国はこの省令の改正によって実際に作業を担う自治体への支援を積極的に行って下さい。 

・ と畜場において現在は全ての牛からSRM が除去されていますが、今後牛の月齢で変わ 

るSRM の除去作業が確実におこなわれるよう、国から自治体を支援して下さい。 

・  各自治体が行う生産者や消費者とリスクコミュニケーションを国は積極的に支援して 

下さい。 

 

２.「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件（案）」への意見 

（1）牛のトレーサビリティが確立されていない国から輸入される、加工食品用せき柱の月 

齢を30 ヶ月齢以下にするにあたって、月齢の根拠はどのようにして確保されるのか、 

丁寧に説明して下さい。 

・ 固体による違いもあり、牛の歯列や肉質による月齢の確認などは消費者にも理解でき 

る説明を行ってください。                         以上 
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＜ 参  考 ＞ 

 

 

 

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）対策に関すると畜場法施行規則及び牛海綿状脳症対策特 

別措置法施行規則の一部を改正する省令等に係る意見について 

 

                         平成２４年１２月１８日 

北海道農政部食の安全推進監 

 

 次の事項について、国が責任を持って対応していただきたい。 

 

○ 検査対象月齢の変更は、全国一律に実施しなければ、風評被害につながることから、責任 

をもって全国の調整をすること。 

 

○ 「ＢＳＥに対する安全・安心は全頭検査で担保されている」と信じている国民は多い。 

 ＳＲＭの除去・焼却によるヒトへ感染防止、飼料規制による牛への感染防止、トレーサビ 

 リティ体制の確立、検査による感染家畜の摘発・排除など総合的な対策が重要であるといっ 

た、ＢＳＥについての正しい知識を国民に広める努力をすること。 

 

○ ３０か月齢以下の頭部及びせき髄を食用に供する場合の分別管理や汚染防止の規定を追加 

 する場合は、消費者の信頼に応えうるような厳格な管理が行える規定とすること。 

  また、厳格な管理が行えるまでの間、十分な時間を確保すること。 

 

○ 非定型のＢＳＥについては、国民に丁寧に説明すること。 


